
特定化学物質
特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年九月三十日労働省令第三十九号）による

改正：平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号 労働安全衛生法施行令 別表第三

（昭和４７年８月１９日政令第三百十八号）

改正：平成１８年１０月２０日政令第三三一号

第一類物質 管理濃度

１ ジクロルベンジジン及びその塩 （評価不要）

２ アルフア-ナフチルアミン及びその塩 （評価不要）

３ 塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ） 0.1 mg/m3

４ オルト-トリジン及びその塩 （評価不要）

５ ジアニシジン及びその塩 （評価不要）

６ ベリリウム及びその化合物 0.002 mg/m3 （ベリリウムとして）

７ ベンゾトリクロリド （評価不要）

８ １から６までに掲げる物をその重量の１％を超えて含有し、
又は７に掲げる物をその重量の０．５％を超えて含有する製剤その他の物 －

（合金にあつては、ベリリウムをその重量の３％を超えて含有するものに限る。）

第二類物質 管理濃度

１ アクリルアミド 0.3 mg/m3

２ アクリロニトリル 2 ppm

３ アルキル水銀化合物（アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。） 0.01 mg/m3 （水銀として）

４ エチレンイミン 0.5 ppm

５ エチレンオキシド 1 ppm

６ 塩化ビニル 2 ppm

７ 塩素 0.5 ppm

８ オーラミン （評価不要）

９ オルト-フタロジニトリル （評価不要）

１０ カドミウム及びその化合物 0.05 mg/m3 （カドミウムとして）

１１ クロム酸及びその塩 0.05 mg/m3 （クロムとして）

１２ クロロメチルメチルエーテル （評価不要）

１３ 五酸化バナジウム 0.03 mg/m3 （バナジウムとして）

１４ コールタール 0.2 mg/m3 （ベンゼン可溶成分として）

１５ 三酸化砒素 0.003 mg/m3 （砒素として）

１６ シアン化カリウム 3 mg/m3 （シアンとして）

１７ シアン化水素 3 ppm

１８ シアン化ナトリウム 3 mg/m3 （シアンとして）

１９ ３,３’-ジクロロ-４,４’-ジアミノジフエニルメタン 0.005 mg/m3

２０ 臭化メチル 5 ppm

２１ 重クロム酸及びその塩 0.05 mg/m3 （クロムとして）

２２ 水銀及びその無機化合物（硫化水銀を除く。） 0.025 mg/m3 （水銀として）

２３ トリレンジイソシアネート 0.005 ppm

２４ ニツケルカルボニル 0.001 ppm

２５ ニトログリコール 0.05 ppm

２６ パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン （評価不要）

２７ パラ-ニトロクロルベンゼン 0.6 mg/m3

２８ 弗化水素 2 ppm

２９ ベータ-プロピオラクトン 0.5 ppm

３０ ベンゼン 1 ppm

３１ ペンタクロルフエノール（別名ＰＣＰ）及びそのナトリウム塩 0.5 mg/m3 （ＰＣＰとして）

３２ マゼンタ （評価不要）

３３ マンガン及びその化合物（塩基性酸化マンガンを除く。） 0.2 mg/m3 （マンガンとして）

３４ 沃化メチル 2 ppm

３５ 硫化水素 5 ppm

３６ 硫酸ジメチル 0.1 ppm

３７ １から３６までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの －

第三類物質 管理濃度



１ アンモニア （評価不要）

２ 一酸化炭素 （評価不要）

３ 塩化水素 （評価不要）

４ 硝酸 （評価不要）

５ 二酸化硫黄 （評価不要）

６ フエノール （評価不要）

７ ホスゲン （評価不要）

８ ホルムアルデヒド （評価不要）

９ 硫酸 （評価不要）

１０ １から９までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの －

特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年九月三十日労働省令第三十九号）　別表第１

改正：平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号

第二類で厚生労働省令で定めるもの
１ アクリルアミドを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
２ アクリロニトリルを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
３ アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
４ エチレンイミンを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
５ エチレンオキシドを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
６ 塩化ビニルを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
７ 塩素を含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
８ オーラミンを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
９ オルト-フタロジニトリルを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
１０ カドミウム又はその化合物を含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
１１ クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
１２ クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物（含有量１w%下のものを除く）
１３ 五酸化バナジウムを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
１４ コールタールを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
１５ 三酸化砒素を含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
１６ シアン化カリウムを含有する製剤その他の物（含有量５w%以下のものを除く）
１７ シアン化水素を含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
１８ シアン化ナトリウムを含有する製剤その他の物（含有量５w%以下のものを除く）
１９ ３,３’-ジクロロ-４,４´-ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）

２０ 臭化メチルを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
２１ 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
２２ 水銀又はその無機化合物（硫化水銀を除く）を含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
２３ トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
２４ ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
２５ ニトログリコールを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
２６ パラ-ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
２７ パラ-ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物（含有量５w%以下のものを除く）
２８ 弗化水素を含有する製剤その他の物（含有量５w%以下のものを除く）
２９ ベータ-プロピオラクトンを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
３０ ベンゼンを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
３１ ペンタクロルフエノール（別名ＰＣＰ）又はそのナトリウム塩を含有する製剤その他の物。（含有量１w%以下のものを除く）

３２ マゼンタを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
３３ マンガン又はその化合物（塩基性酸化マンガンを除く）を含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）

３４ 沃化メチルを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
３５ 硫化水素を含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
３６ 硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物 （含有量１w%以下のものを除く）

特定化学物質障害予防規則　別表第２

第三類で厚生労働省令で定めるもの
１ アンモニアを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
２ 一酸化炭素を含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
３ 塩化水素を含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
４ 硝酸を含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
５ 二酸化硫黄を含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
６ フエノールを含有する製剤その他の物（含有量５w%以下のものを除く）



７ ホスゲンを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
８ ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）
９ 硫酸を含有する製剤その他の物（含有量１w%以下のものを除く）

特定化学物質障害予防規則の条文

改正：平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号

（定義等） 

第二条 　この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

１ 　第一類物質　労働安全衛生法施行令 （以下「令」という。）別表第三第一号に掲げる物をいう。 

２ 　第二類物質　令別表第三第二号に掲げる物をいう。 

３ 　特定第二類物質　第二類物質のうち、令別表第三第二号１、２、４から７まで、１２、１７、１９、２０、２３、２４、２６から３０まで及び３４から
３６までに掲げる物並びに別表第一第一号、第二号、第四号から第七号まで、第十二号、第十七号、第十九号、第二十号、第二十三
号、第二十四号、第二十六号から第三十号まで及び第三十四号から第三十六号までに掲げる物をいう。

４ 　オーラミン等　令別表第三第二号８及び３２に掲げる物並びに別表第一第八号及び第三十二号に掲げる物をいう。 

５ 　管理第二類物質　第二類物質のうち、特定第二類物質及びオーラミン等以外の物をいう。 

６ 　第三類物質　令別表第三第三号に掲げる物をいう。 

７ 　特定化学物質　第一類物質、第二類物質及び第三類物質をいう。 

２ 令別表第三第二号３７の厚生労働省令で定める物は、別表第一に掲げる物とする。 

３ 令別表第三第三号１０の厚生労働省令で定める物は、別表第二に掲げる物とする。 


	Sheet1

